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�石塚 今日座談会のテーマは「ＮＰＯの現状と未

来」ということで、最初に角瀬理事長に口火を切
っていただいてお話を伺いたいと思います。

「日本のＮＰＯの始まり」

角瀬「ＮＰＯの現状と未
来」というテーマをいただ
いたわけですが、我が国に
おいてＮＰＯというものが
注目されたのは、何と言っ
ても１９９５年の阪神大震災を
契機としてだったと思いま
す。もちろんそれ以前から

様々な草の根の運動というのは存在していたので
すが、９５年を契機にＮＰＯに対する法制の支援と
いうものが登場してきました。１９９８年３月に特定
非営利活動促進法いわゆるＮＰＯ法が我が国にお
いても制定され、１２月から施行されるようになっ
たわけです。その後のＮＰＯの活動というのは大
変目覚しいものがありまして、認可を申請するＮ
ＰＯの数もうなぎのぼりになり、最近の統計では
１万に迫ろうとしているわけです。こうした中で
ＮＰＯ学会という学会も立ち上がりました。非営
利・協同に関係する学会としては協同組合学会と
いうのが以前からあるわけですが、これはせいぜ
い７００名くらいの規模であるわけです。
これに対して、ＮＰＯ学会は後発ですが協同組

合学会を大きく上回る規模になるのは間違いない
と見ております。このような経過を経て、日本に
おけるＮＰＯは一つの社会的な勢力となるまでに
なっていますが、学問的な研究はこれから、２１世
紀に入ってからの課題ではないかと思います。９０
年代の運動が広範な広がりを持つようになり、我
が国の社会に定着をしたことは確かでありますが、
これからさらに運動の現状と未来というものを社

会的な期待にこたえ、批判に耐えうるようにする
のが現在直面している課題だと思います。
石塚 ありがとうございました。立教大学の中村
先生はＮＰＯ学会の中心的な活動をされておりま
して、日本におけるＮＰＯ研究の第一人者だと思
うのですが、中村先生から見て、日本のＮＰＯ運
動の特徴というのはどういったものでしょうか？
中村 ＮＰＯという言い方も、実は仔細をみると
アメリカの法制と税制を前提にした用語であり法
人形態でもあります。厳密に見るといろいろと注
釈を加えなければいけないところがあります。が、
話すと長くなるので、日本でのＮＰＯをボランタ
リーな市民活動団体を幅広く含むものという前提
で話をさせていただきます。
ＮＰＯ的な発想やつながりというのは、元をた

どればそれこそ鎌倉・室町までさかのぼり、いわ
ゆる講とか結（ゆい）とかまでいかなければいけ
ないと思います。現代に絞りますと、戦後社会の
中で社会の改革や変革を目指して人々が動いてき
た運動というものは、６０年安保を過ぎるまでは比
較的大規模な組織・政党によって指導された形の
大衆運動が主流であったと思えるのですね。そう
いう中で個人として自発的に社会の中で何か問題
を感じたり、やむにやまれぬ問題を抱えて何かを
やっていきたいという人の場というものが、全然
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「「ＮＮＰＰＯＯのの現現状状とと未未来来」」
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なかったわけではないですが、それほど大きな場
ではなかった。そういう流れの前史的なものを挙
げると、この前亡くなりました小林トミさんたち
の「声なき声の会」です。あるいはまた６５年にベ
平連と生活クラブが奇しくも同じ年にできまして
（生活クラブはまだ生協になる前ですけれども）、
少しずつ個人が自らの自発的な意思でもって社会
的な問題や課題に発言をしたり提案したりという
ことが始まってきました。
そういう流れというものがあって、私が実際に

地域の動きをつぶさに見るようになったのが８０年
代の半ばくらいからですが、ちょうどその時期に、
地域に密着したテーマで自分たちの身の回りから、
つまり大状況としての世界とか国家から入るとい
うより、生活に身近なテーマから事を起こしてい
くというような人々が出始めました。その人たち
が単に企業や行政に要求を突きつけたり反対運動
をしていったりというだけに留まらず、自分たち
はどういう地域で、あるいはどういう社会でどう
いう生活がしたいのかということを積極的にデザ
インして、自分たちもその実現に力を尽くしてい
こうじゃないかと、こういう動きが始まってきた
のは８０年代半ばくらいからだと多くの研究者が共
通して言っています。これを私は後に「生活の場
からの地殻変動」と呼びましたが、たぶん、今日
のＮＰＯ運動に直接つながる源流となるのは、こ
のあたりから動き始めた人たちだと思います。
それからたとえばネットワークという言葉が８０

年代半ばに入ってきて流行語になりました。それ
に触発された形で当時市民活動を行っていた人や、
財団のスタッフの立場でそれを支援していた人、
ジャーナリスト、研究者などが集まってネットワ
ーキング研究会ができたりし、そういう流れが醸
成していったと思うんですね。日本のそうした活
動の１つの特徴としては、比較的大きな組織に属
して何かをするというよりは、個人の立場で、あ
るいは非常に小さな繋がり・ネットワーキングの
中で生活や社会のことを考えてきた人たちの活動
であり、もちろんその中にボランティア活動に従
事してきた人たちもいるわけです。ただ、このボ
ランティア活動というとき、ボランティアという
言葉は７０年代以降新しい言葉として登場してきた
わけですけれども、いわゆる奉仕活動のような活

動というよりは、むしろ自発性ということころに
重きをおいた人たちが集まってきたという経過が
あると思います。
９５年１月１７日の阪神淡路大震災が大きなきっか
けになったことは間違いないのですが、よくあの
年をボランティア元年という言い方をしたり、あ
たかもＮＰＯがそこから始まったといういい方を
する人もいますが、それはちょっと間違いであっ
て、前史のところではその１０年以上前から動きは
すでにありました。あとで話題になるかもしれま
せんが、法制度の面でも市民側からの研究が進ん
できていたということがあると思います。こうし
た流れで９８年にＮＰＯ法が制定されて施行されて
いくわけですが、それから先の話はまたあらため
てするといたしまして、特徴というもののもう少
し細かい話もしていければと思います。
石塚 ありがとうございました。八田さんの属さ
れている民医連というのは１９６０年代から本格化し
てきたと思いますが、ある意味では自ら非営利・
協同という規定を最近されて、いわゆるＮＰＯと
は違う歴史をたどってきたと思いますが、その辺
からの視点で日本のＮＰＯの関係を見ていきます
と、どんなことが言えるでしょうか？

「介護ＮＰＯ『菜の花』」

八田 とんでもない難しい
質問ですが（笑）、まず話
の初めとして、私どもは千
葉県で介護事業に取り組ん
でおりますＮＰＯ法人「菜
の花」を２０００年からスター
トさせております。介護保
険が実施されるに先立って、

私たち民医連は共同組織、医療生活協同組合や健
康友の会という住民組織が「不可欠の構成要素」
ということになっておりますが、その住民の組織
の中で次第に介護分野についていろいろな取り組
みをしていくべきではないかという声が高まって
きました。ヘルパーさんの養成講座であるとか、
色々な助け合い事業であるとか、あるいは病院の
入院患者さんへのお見舞いのボランティアである
とか、ガーゼつくりであるとか、それぞれボラン
ティアの活動として進んでいました。
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それが介護保険との関係でより本格的に取り組
むべきじゃないかという議論になって、千葉勤労
者医療協会と千葉県健康友の会連合会の２つが最
大のスポンサーになりまして、ＮＰＯ法人「菜の
花」というものを立ち上げて、そこでヘルパー事
業をやるという方針を９９年に決めてやってきたわ
けです。なぜＮＰＯ法人を選んだかというと、も
ちろん医療法人でもできるのですが、介護の分野
に取り組むにあたって民医連のこれまでのやり方
だとうまくいかないんじゃないか、一番直接的な
理由はそこに携わる労働者の処遇とか待遇とかが
民医連のこれまでのレベルでやろうとするとやっ
ていけないということが事業的にハッキリしてい
ました。もう１つは介護や福祉の分野は医療法人
だけじゃなくて社会福祉法人であるとか様々な法
人の形態がありうるし、ＮＰＯ法人というのもこ
れから先の介護の分野で登場することがあるんじ
ゃないか、そういう点では民医連ではいくつかの
法人を作ってその分野における一緒に仕事をして
いる仲間と連携を深め、何事かものを言うことが
できないだろうかという思いがありました。そう
した２つくらいの理由でＮＰＯ法人を設立してや
ってきたということです。
今日、大体３億円くらい、正確には２億４０７５万

７０００円が今年２００２年度の介護保険事業収入として
予測され、利益が３６００万円くらいということです
から、非常に大きな組織となってきたといえます。
ただ、介護事業だけやっておりまして、その他に
議論されていた地域の中での助け合いとか、ＮＰ
Ｏ法人ができるときに論議されていたことはほと
んどできていない。実はこの「菜の花」の将来を
どういう風にしていくかということが深刻に論議
されている状況でございます。そういうことでＮ
ＰＯというのは非営利・協同の一部だと思うので
すが、なかなか良くわからんなというのが実態で
もあります。
石塚「菜の花」は、けっこう収益率が高いですよ
ね。
八田 高いですね。民医連の患者さんが中心で、
仕事が多い。まず仕事を見つけるのに不自由しな
いんです。ヘルパーさんが足りないくらいです。
石塚 今、ＮＰＯとしては効率性・生産性の高い
組織のご紹介があったのですが、統計を見ますと、

去年度のＮＰＯの活動分野で医療・福祉サービス
の中で５０００くらい登録され、全体の６割くらいと
圧倒的に従事している数字が多いです。しかし、
容れ物としてＮＰＯを使って実際の事業をしてい
るけれど、ＮＰＯとは何かという実際の自己認識
・アイデンティティはまだこれからという問題が
あるようです。ＮＰＯ学会で把握している医療福
祉分野でのＮＰＯの実態、実際の運営と組織運営
・組織認識というのはマッチングしているのでし
ょうか？それとも少しギャップがあるのでしょう
か？ＮＰＯを単に使いやすいツールとして使って
いるのか、それともＮＰＯの理念や目的などは浸
透しているのでしょうか？
中村 医療福祉分野に限ってどうであるかという
ことはまだしっかりと調べられてはいないし、私
の専門分野でもないので、かみ合った答えはでき
ないかもしれません。先ほどの話の延長線上の話
かもしれませんが、ＮＰＯを考えるとき、法人格
を持っているものに限る必要はないと思うのです。
まだ経済企画庁があったとき、私もいっしょに調
査したのですが、日本での広い意味でのＮＰＯは
９０年代前半に調査したときに８万６０００団体くらい、
今は約１０万団体くらいといわれています。この中
にはいろんなタイプのＮＰＯがあると思います。
私もこういう世界で現場からスタートして四半世
紀をちょっと超えたくらいですが、ＮＰＯという
言葉・発想に、たとえばネットワーキングという
ように人が個人としてつながりあっていく中から
何か社会に動きを起こしたいという想いをもって
やっている人たちもいれば、ＮＰＯ法人というも
のをそれこそツールとして活用してやっていこう
という人もいます。日本のＮＰＯ法人というのは、
実は非常に小規模な組織が主流でもあります。今、
「菜の花」さんのご紹介がありましたけれども、
その意味ではやや例外的なケースです。ＮＧＯで
は年間１０数億の規模で動いているものもあります。
例えば昨年話題になりましたピースウィンズジャ
パンのようなところもありますが、ＮＰＯでは年
間の事業高や活動の規模が大きいものはまだまだ
少ないです。日本のＮＰＯの中には同じＮＰＯと
いっても一括してとらえきれない考え方や、組織
に対する多様な考え方が流れ込んでいるのが現状
だと思います。

いのちとくらし研究所報／２００３年２月 7



そういう中で、あえて切り分けて考えると、一
方の極にボランティア型、無償で活動を行ってい
くということを基本にした、最も典型的には従来
の社会奉仕活動的な小さな地域のグループがあり、
もう一方の極に事業型で、かなりの経済的な事業
活動をやっていくというのがあり、多くのＮＰＯ
はその間でグラデーションのように布置されると
いう風になっていると思います。ただ、最近ＮＰ
Ｏということで社会を変えていく起爆剤になるか
もしれないといわれているのは、ボランティア型
としてはニューウェーブとでもいいますか、単に
志を持った人がやるというよりは、本当に地域の
人々が自発的に参加できる仕組みや場を作ってい
き、本当の意味での豊かさや活動の楽しさを追求
していく中で、かなり幅広い人がかかわれるボラ
ンティア活動を進めていくというものがあります。
これは例えば静岡県の三島で行われている「三島
グラウンドワーク」というＮＰＯが典型で、地域
総参加型で地域づくりを自分たちの手でやってい
くというものです。また事業型でもいろいろなも
のが出てきていて、民医連がやっているものや、
さまざまな組織や団体が強力に応援しながら作っ
ているタイプのもの、自主事業としてコミュニテ
ィビジネスとか社会的起業と最近言われているも
ので展開していく仕方があります。介護の分野で
もいくつかのタイプがあるかと思います。
また、もう１つ言えるのは、ＮＰＯには、実は

社会から打ち捨てられてしまっている人たちやそ
の人たちが抱えているテーマ・問題に関わってい
き、例えば路上生活者支援であるとか、親に見捨
てられてしまった子供たちをなんとか社会で生き
ていけるようにしていきたいという動き、そうい
う分野があります。しかし、なかなか資源も得に
くいですし、人々の共感や支持もまだまだ多くは
ないということもあって苦戦していますが、この
辺も忘れてはならないと思います。
先ほど紹介がありました約６割が保健医療ある

いは福祉の分野であるということは、これはやは
り２０００年４月からの介護保険制度の導入というの
が時期として重なり合ったという影響が非常に大
きいだろうと思います。当初はＮＰＯ法人で介護
保険の指定事業者になるというのは資金繰りの関
係でつらかったのですが、最近ようやくＮＰＯ法

人で介護保険指定事業者としてやっていくパター
ンが少しずつ出てきたというところだと思います。
角瀬 介護保険の導入と関連して多くのＮＰＯ法
人が活動しているわけですが、医療福祉の分野に
ついて歴史をふりかえってみますと、戦前にさか
のぼるわけですけれども、無産者診療所という運
動がありました。これはまさに日本における早い
時期のＮＰＯ的な活動であったと見ていいんじゃ
ないかと思います。そして、戦後は全国各地に民
主診療所というものが作られていきました。当時
アメリカの占領下でレッドパージというものが医
療の分野でもみられ、国立病院で働いていたお医
者さんなんかが首を切られるということで、そう
いうお医者さんが集まって労働者のための地域の
診療所を作ろうという活動が今日の民医連といわ
れるものの原点になってるんですね。そういう意
味から、まさにＮＰＯ的な活動をやってきたんだ
と、それで現在では法人形態としては医療生協で
あるとか医療法人であるとか、そういう非営利の
法人組織のもとで医療の活動をやっており、福祉
の分野でＮＰＯ法人が作られているということに
なっているわけです。民医連が非営利・協同組織
という自己認識を最近打ち立てたということは、
その歴史から見てもその通りだったんじゃないか
と見ているのですが、どうなんでしょうか。
八田「ＮＰＯ的な」ということの意味が、それぞ
れのそこに参加している人間の自発的な意志とい
う点が重要で、その志が生かされるかどうかとい
う問題では、今日の民医連においてもそのために
様々な努力がされてきたと思います。ある意味で
は民医連の戦後の歩みというのは全部そのために
費やされてきたといっても過言ではないと思いま
す。それは、例えば大衆的で民主的な運営という
言葉であるとか、院所の民主的な管理運営であり
ますとか、そのつどそのつど問題にぶつかって、
規模が大きくなっていけば常に必ずそこのところ
で、１人１人の自発的な意思であるとか自覚的な
労働が見えにくくなりますので、そのことがいつ
も追求されてきたということ意味では、広い意味
でのＮＰＯ的なものであるとは言えるのではない
かと思います。
一方ですね、最近民医連は福祉を含めた医療と

福祉の総合的な運動組織でありたいということで
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「医療と福祉宣言」を出しているわけですが、Ｎ
ＰＯ法で規定されている狭い意味でのＮＰＯ法人
という意味で申しますと、特に介護の分野での最
近の状況を見てまいりますと、ボランティア的な
活動というものとプロフェッショナルな仕事の水
準というものとの、何と言いますか本来なら統一
されるのかもしれませんが、実際にはどうも矛盾
するようなところがあって、とりわけヘルパー事
業の場合には特有の「登録ヘルパー」という形態
があります。例えば私たち「菜の花」で申します
と、常勤の職員が全体で８人、非常勤の職員が１８．２
人、登録の職員が１２３．５人というのが今年上半期
の状況で、見事なピラミッド型の体系になってい
ます。それで１人１人の人件費のコストを見ます
と、常勤ヘルパーさんは１人月３７万５０００円、非常
勤ヘルパーさんが２１万９０００円、登録ヘルパーさん
が６万２０００円という風になっています。これは平
均で、中には登録ヘルパーさんの方が常勤ヘルパ
ーさんより多くの収入を上げている方もいらっし
ゃいます。その人々がヘルパーさんとしての家事
援助や身体介護の業務の水準をどうやったら統一
的に引き上げていくことができるかということが、
非常に難しい問題です。どうもいわゆるボランテ
ィア的な補助と自覚的な労働には現状では違いが
あるような気がして、そこのところで大変実は悩
ましい状況にあります。
角瀬 中村先生、民医連の悩みが出されましたが、
ボランティアリズムが基本になっているというこ
とも、それは決してプロフェッショナリズムを否
定したり無視したりするものでは全くないんです
ね？

「専門性と市民性は両立するか」

中村 そうですね。ＮＰＯ、あるいは市民活動的
な事業体、市民事業体と呼んでもいいのですが、
それらが特に日本において抱えている問題だと思
います。一方では、ＮＰＯにはアマチュアリズム
の持つ良さといいますか、従来の専門家と言われ
る人たちにはともすれば見えていなかった市民的
な視点、あるいは地域の中で実際の個々の現場に
いる人々が持っている発想や課題というものに目
を見開かされるという意義があったと思うんです。
今日においても、それはＮＰＯ的な比較的新しい

団体の持つ良さなんですけれども、同時にもう一
方では、ＮＰＯはオーガニゼーションですので、
組織としていかに安定的で継続的な運営・経営を
行うことによって、自分たちのミッションを責任
持って実現していくかということが求められます。
ここがＮＰＯと単なるサークルとの大きな違いだ
と思うんです。その点で、具体的におふたりから
ありましたように、アマチュアリズムだけでいけ
るわけではないということは明々白々です。それ
を私たちは仲間と「市民的専門性」といういい方
をしていますが、アマチュアリズム的にやってき
た団体にとっては、いかに専門性を単に専門家に
力を借りるという以上に自分たちが持っていける
か、組織的に活動を進めてきた比較的規模の大き
い団体にとっては、いかに地域の非常にミクロに
出てきている市民生活に分け入った活動が出来る
か。専門性と経験知とでもいいますか、その両者
を突き合わせるなかから「市民知を作り出そう」
とわれわれは言っていますが、それを作り出せる
ことが出来るかが課題になっていると思います。
ですからＮＰＯの世界でいろいろと問題含みでは
ありますけれども、マネジメントや評価と言われ
始めているのだと思います。
角瀬 しかしまたそのことは裏返して言いますと、
規模が大きくなると「専門家による支配」という
側面を生み出すことにもなります。それはお医者
さんに限らず、事務職員などの場合にも専門的な
人々がそうでない人々に影響を与えるという、診
療所レベルでは起こりえないかもしれませんが、
大きな病院となるといかがでしょうか？
八田 それは、先ほど申し上げた「菜の花」でも
言えることですね。さきほど「菜の花」は２億４
千万ぐらいという話をしましたが、当然ながら経
理がきちんとした形で出来なければいけないわけ
です。経理がきちんとできる人というのは、実は
「菜の花」のヘルパーさん集団の中には、誰もい
ないわけです。それは完全に千葉勤医協から派遣
した人がやっているということになっていまして、
端的に言うと経営再度の問題提起というのは千葉
勤医協側からしか出てこないわけです。また雇用
保険とか健康保険とか、人が働いていく上での社
会保障といいますか、実務的にカバーする総務業
務とでもいう仕事もあります。やはり経理とか総
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務といった、どうしても組織の実務的なことがあ
ります。実は最初の１年ほどはどうなることかと
じっと見ておったのですが、会計なんかがめちゃ
くちゃになりまして、まさに「勘定あって銭足ら
ず」の状態になりました。これでは仕方ないとい
うので手を入れたわけです。ただ、今の民医連の
段階はこうしたレベルではない、もう少し難しい
ことがあるかもしれません。
民医連などの医療機関というのは、経営の管理

機能と医療の管理機能というのは必ず２つ存在せ
ざるを得ないです。お医者さんの責任範疇と経営
幹部の責任範疇というのが別々に存在しているの
で、これが良い意味で緊張関係を保ってきたとい
うのがありまして、テクノクラートによる専門的
支配ということには一般的には陥らなかったとい
えるかもしれません。かつて、民医連のなかでも
変に出来のいい専務さんがいたところで問題が起
こったわけですが、最近はそういう出来の良い、
ある意味では独裁的な専務が自分を含めていない
ので（笑）。しかし、最近のいろいろな出来事を
みると、私達はいわゆる管理問題として考えがち
ですが、本当にしみじみとこの問題は難しいなと
思っています。

「非営利・協同のマネジメントとは」

石塚 いわゆる非営利・協
同組織、ＮＰＯのマネジメ
ントの問題では、たとえば
イタリアでは医療社会サー
ビスでは社会的協同組合と
か、アソシエーションとい
ったものをかなり重視し、
「福祉国家から福祉社会

へ」と言われるように契約を外部契約化して行政
とコパートナー（協同）をとっていくわけです。
このとき、マネジメントや事業の評価をどうする
のかという問題については、事業連合（コンソー
シアム）というのを作って、そこで経理やマネジ
メントを指導するという形を取っています。事業
連合は社会的協同組合やＮＰＯの連合会のような
もので、特にマネジメントを中心に扱っており、
個別のＮＰＯ組織の力の専門性のなさをいわば内
輪で補助する形をとっています。

また、スペインのモンドラゴンの場合、ここに
は１００以上の協同組合がありますが、事業のチェ
ック、会計のチェックは、自分たちの連合会の中
に例えば会計監査協同組合というものを作って、
そこがチェック・指導する機能を持つようにして
います。単に基本的な個別のＮＰＯ組織に専門性
を負わせたり全部を満たした形で運営したりする
のではなくて、いわばネットワークを形成してお
互いに補完しあって埋めていこうという動きがあ
るので、これは日本でも参考になるのではないか
と思います。
また、ＮＰＯは事業型とボランティア型とに大

別できそうですが、明確に区分できるものもあり
ますが、イタリアの社会的協同組合では事業型の
なかにボランティア型がかなりインプットされて
いるのがあります。その中でフルタイムの人・パ
ートタイムの人、専門家の人・アマチュアの人と
分かれるわけですが、統一的にメンバーとしてや
っていく運営の仕方というのが日本でも工夫され
ていいのではないかという気がします。
中村 その点については、日本にＮＰＯのある社
会を定着させていくために進めつつあり、また課
題でもある点でして、私は３つのことをよく言っ
ています。１つはいかにして基盤整備をするか、
インフラのハードよりもソフトに近い部分をいか
にして作っていくか。その中の１つが中間支援組
織とかサポート組織といわれるものの層をいかに
厚くするか、です。個々のＮＰＯは小さな組織が
多いですから、専門的なことも含めすべて完全に
できるというのはなかなか難しいので、中間支援
的なところでマネジメントを専門に支援する「マ
ネジメントサポート組織（ＭＳＯ）」というのを
日本の中で志すところも立ち上がってきました。
２つめは、いかにリソースを開発し循環するかと
いうことと、３つめにキャパシティの問題です。
いくらインフラとリソースがあっても、個々の団
体のメンバーにキャパシティがなければ使いこな
せませんから、キャパシティビルディングといわ
れる力量形成のための取組みが大切になっていま
す。いくつかファンドが既に立ち上がっています
し、私もそうしたファンドづくりに関わっていま
す。
また、もう１つ大切なことは、多くのＮＰＯは
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事業型とボランティア型が混然としているわけで
す。ＮＰＯマネジメントが企業と違って難しい点
は、ボランティアという存在も職員と一緒にいる
し、会員も単なる受益者だけではなく活動主体に
もなりうるという、異なったタイプの担い手がい
る中でどうやってマネジメントしていくのか、こ
れが一番難しいわけです。多分、これが出来る人
は企業のマネジメントも十分出来るのではないか
と思います（笑）。例えば、最近のケースではボ
ランティアマネジメントというのも課題になって
きています。生活協同組合の中でも問題になって
いますが、日常的に事業活動に関わらない非常勤
の組合員理事さんが、どこまで意思決定をするこ
とが出来るかということも、非常に難しい問題の
１つです。たとえばある生活協同組合では、企業
の執行役員制度のようなものを試験的に取り入れ
て、組織運営とか活動の方針にはしっかり発言し
てもらうけれども、狭い意味の経営には口を出さ
ないで、それは執行役員がしっかりやって報告や
情報公開をきちんとするという形を取っています。
こうした組織運営の工夫が経営の規模とか活動分
野とか、スタッフやボランティアの状況によって
考えられていかないといけないのではないか。理
事会と現場の乖離や齟齬というのはどうしても生
じてしまうし、現にいくつかのＮＰＯで私も悩ん
でいます。こうした工夫、多様な組織運営の仕組
みをそれぞれ作っていくしかないのではないか、
それと前半で申し上げた全体的なサポートの仕組
みをたくさん立ち上げること、この２つを進めて
いくしかないのではないか、と考えます。

「ＮＰＯはコミュニティとどう関われるか」

石塚 ＮＰＯのマネジメントで、先ほど言われて
いた日本の中間組織というのは、英語では inter-

mediate organizationインターミディエイト・オー
ガニゼイションというわけですが、これはヨーロ
ッパでもこうした用語、組織で言われています。
この成功例の１つが、スペインのモンドラゴンで
あるわけです。このインターミディエイトという
支援組織を組織の中で設立したということですね。
銀行も業務としては支援組織であったし、教育機
関、技術開発研究というものをきちっと全体の中
で位置付けたことで、いろんな資源（リソーシズ）

をうまく有効活用できたと思います。支援組織を
外部に求めるのか、ネットワークに求めるのか、
内部に求めるのか、方式はいろいろですが、これ
を強化しなければならない問題だと思います。
モンドラゴンの成功理由のもう１つは、いわゆ

るコーポレート・ガバナンスと言われるもので、
ガバナンスと実際のビジネスのコントロールとを
分けたほうが、経験則として全体としてうまくい
っているようだということでした。ＮＰＯのガバ
ナンスについても、誰がガバナンスをするのか、
誰がビジネスコントロールをするのかという組織
的区分け、住み分けが明確になると、ボランティ
アの問題やステイクホルダー、つまり多様な当事
者がいてその人たちの利害をどう調整するのかと
いう問題に日本のＮＰＯがもっと慣れることがで
き、日本のＮＰＯが抱える社会奉仕性とか営利企
業とは違う意識をもつＮＰＯでのガバナンスとい
った問題を解決するのが前進するのではないか、
と思います。
ところで、最近ではコミュニティとＮＰＯの関

係、コミュニティの開発あるいは地域開発のなか
でＮＰＯ、ＮＧＯの果たす役割が重要視されてき
ており、どのようなメリットをもつことができる
のかということが話題になっているわけですが、
この点はいかがでしょうか？
角瀬 その点に関しては日本とアメリカとではか
なり違いがあると思います。日本の場合は、例え
ば地方の過疎化した町の商店街をどう活性化する
かという、かなり狭い限定された意味でのコミュ
ニティとＮＰＯの対応関係というのが多いと思わ
れますが、アメリカでは１つの都市まるごと全体
をどう活性化するかという活動を行っています。
行政も企業もＮＰＯも一体となっていて、ＮＰＯ
はむしろプロモーター的な役割を果たしているの
がアメリカのコミュニティとＮＰＯとの関係とな
っています。もちろん行政も企業もかなりの金を
出していて、ＮＰＯの役割が発揮できる、そんな
感じですが、日本ではこうした例というのはどう
でしょうか？
中村 アメリカと日本との状況の違いの背景には、
政府行政部門の位置とか力の違いがあると思いま
す。アメリカの場合は、良かれ悪しかれ行政は日
本ほど支配力を持っていないことが多いので、勢

いのちとくらし研究所報／２００３年２月 11



いコミュニティ・ディベロップメントとかコミュ
ニティ・オーガナイズというのは、企業もＮＰＯ
も一体となっていかないと荒廃した地域の再生な
んてありえないわけです。日本の場合は、過疎の
問題にしても当事者にとっては大問題なのですが、
地方全体の問題としてとらえるのではなく、「そ
んなことは行政がやればいいじゃないか、何とか
しろ」という発言が強いところもまだ見られます。
これは行政が公共性というものを一手に握ってい
たしっぺ返しを食らっているともいえます。
日本の現実では、ＮＰＯは比較的新しく出来た

団体であるとみなされることが多いので、これか
らの課題としては地縁的な、例えば従来から活動
してきた町内会や自治会といった組織とどうやっ
て連携を取りながら、地域の課題全体を共有した
り役割分担したりしていくのか、であるといえま
す。これに成功しているところでは少しずつ面白
い活動が始まっていますし、うまくいっていない
ところでは、実は市民運動も系統で縦割りになっ
ているところがあるので、いろいろな経過があっ
て現在それぞれ別に活動しているところにＮＰＯ
業界が付け加わっただけ、というのもありますが、
これはこのままではまずいだろうと私は思ってい
ます。
１つ例をあげると、東京の三鷹市では７つの住

区に地域を分けて、住民協議会という形で進めて
きた経緯があります。これは住民の自主運営で、
コミュニティセンターが７つの地域にあって、お
金は行政からかなり出ますが、それぞれ住民が運
営しているわけです。しかし、組織が高齢化して
３０～４０代の人がなかなか入れないということと、
地域にＮＰＯとして新たな活動を始める人たちも
いるということで、コミュニティ行政の先進地の
三鷹といえどももう一度考え直さなければならな
い、となってきました。
現在の三鷹市の一番新しい基本構想というのは、

従来の行政手法とは逆をとって先にこれを出して
もらう形です。これを出したのは「みたか市民プ
ラン２１会議」という公募による約４００人くらいで
構成された組織で、住民協議会の人も個人で参加
するという形を取っていました。これが１０くらい
の分科会に分かれていて、三鷹市の基本構想のも
とになる提案を三鷹市役所に対してしたわけです

が、これは「みたか市民プラン２１会議」と三鷹市
とがパートナーシップ協定を互いに結んで、互い
の責務を決めてやったわけです。これを受けて何
度かやり取りしながら基本構想案を作っていって、
議会で決定した形です。最初は齟齬があった従来
の住民協議会と新しいボランタリーな市民活動の
人々とが、いまは次第に会話が出来るような状況
になってきています。
ここでまた三鷹方式といわれる新しいやり方が

作り出せるかもしれないのではないか、というこ
とで中間支援組織作りの動きも始まっています。
じつは日本で行政が主導して作ったＮＰＯサポー
トセンター的なものがかなり失敗しています。民
間で作ったものは頑張っていますが、公設��私
たちは官設と呼んでいますが��要するに行政の
設置したのものは、なかなかうまくいかない。こ
の原因は何かといいますと、従来からある社会福
祉協議会や国際交流協会であるとか、またさまざ
まな自治組織とか、多様な運動組織との連携をと
れるようにしないで、ぽこっと１つだけＮＰＯサ
ポートセンターを作るので、みんなが「ＮＰＯ行
政」の支援サポートセンターが出来た、私たちは
私たちで頑張るとなるわけです。こうならないよ
うに三鷹市では「市民協働センター」を作ろうと
しています。こうした動きが始まってきてはいま
すが、経済的な地域開発の動きとどう関係してい
くかというのは現在検討中です。
八田 船橋市に「船橋二和（ふたわ）病院」とい
う大きな病院がありますが、ここの健康友の会の
会員は１万２，３千名で構成されています。ここは
出来た当初から住民組織の自治体への関心が高く、
班活動なども活発なところでした。そこで、国民
健康保険問題を友の会でずっと勉強してきて、そ
の流れで自治体に質問を出したりしてきました。
介護保険の実施に伴って、船橋市にはだいたい２０
の在宅介護支援センターがあるのですが、そのう
ち２０％は民医連の組織です。そこからいろいろ情
報が入ってくるのと友の会の活動もあわせて、自
治体へ介護保険の利用料の引き下げや保険料の引
き下げを要求するなどという活動をしてきたわけ
です。そうしましたら、自治体のほうが友の会を
交渉相手というわけではないですが認知するよう
になってきまして、いろいろ聞いてきたり情報を
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伝えてきたり、介護保険問題での減免について、
対象者が申請に行くときに対応するのではなくて
利用者すべてに説明するべきだ、というようにな
ってきたわけです。
こういうことは船橋市社会保障推進協議会とい

うところが全体の窓口となって自治体との対応を
しています。また先ほど言った「菜の花」は、友
の会の助け合い事業という形を取っていて、利用
者は友の会の会員であることが前提です。会員に
なっていない人が利用するときは、１０００円の利用
料を払って会員になってもらい、それで助け合い
事業をやっていこうということになっています。
しかし、どうしても介護保険となると介護保険事
業の枠にとらわれてしまうので、例えば買い物を
どこまでやるかとか、庭の草取りをどうするかと
いう、いつも問題になるようなことが問題になっ
てきて、全体としてのボランティアとのかみ合わ
せが必ずしもうまくできていないと思います。も
う少し自治体と住民の両方がトータルのイメージ
を作るという議論が出来る、そうした場が設定さ
れないと結構難しいなという気がします。
石塚 その点、ヨーロッパはＥＵを始めとして、
行政の非営利・協同セクターという第３セクター
に対する認識度、認知度が高いです。それは福祉
国家のいろいろな問題の中で、行政サイドから言
えばお金がないから社会保障費用を下げたいとい
うことがあり、自分たちが直接供給してきたサー
ビスを外部契約化していく傾向があります。日本
の場合、以前埼玉でおきた厚生省職員の汚職事件
などをみてもわかるように、民営化イコール営利
民営になってしまう。ところがヨーロッパには、
民営化には２つ、営利民営と非営利民営とがある
わけで、非営利民営にかなり重点をき、協同関係
を作って社会政策上もかなりのお金をつぎ込んで
います。
例えばスペインのカタロニアですと社会サービ

ス、高齢者へのサービスの３分の１ぐらいは非営
利・協同セクターに予算を回しています。行政が
いかにＮＰＯを下請けにしないでコパートナーと
させていくのかという努力は、ＮＰＯ側、非営利
セクター側に課されている気がします。そこで三
鷹市の経験で一番重要なことは、住民が意思決定
をするということだと思います。行政が意思決定

をし、実行部隊や実務を非営利セクターがすると
いうのでは補完・従属的な関係が続いてしまうの
で、いかに対等な立場にしていくのかというとこ
ろでは、日本における公共性とは何なのかを問い
直して再定義していかないと、日本におけるＮＰ
Ｏセクターが伸びていくきっかけにならないとい
う気がします。
ここで議論が少し抽象的になりますが、テーマ

の１つとして、いわゆる公共と市場ということに
ついてと、市民運動・社会運動に触れたいと思い
ます。とくにＮＰＯの事業型というものは、市場
というところ��商品サービス市場というところ
でもありますし、労働市場というのでもあります
けれども��そういうところに積極的にからんで
いくことが必要とされています。例えば、中村先
生から出された社会的に排除されている人を社会
とどう関わらせていくのかという点では、ヨーロ
ッパでは労働市場にもう一度戻ってきてもらう、
あるいは再統合して自立した主体的市民へ戻そう
という姿勢があります。これのシンボリックな言
い方がイギリスの「welfareから workfareへ」が
１つの現れだと思います。このＮＰＯと市場、公
共性ということについてはいかがでしょうか？日
本の報告書を見ますと、まだＮＰＯと公共性とい
うことについては、わりと古い図式的にとらえて
いる論調が多いように見受けられますが？

「ＮＰＯの公共性と民間性」

角瀬 公共性の担い手というのは、これまでは国
家という認識がありましたが、最近では民間の非
営利セクターも公共性の担い手になってきていま
す。行政とＮＰＯとの関係も大事ですが、民間の
営利セクター、営利企業とＮＰＯとの関係も注目
されます。最近では経済団体がＮＰＯに積極的に
アプローチしようとしているわけです。これは経
済活動そのものが長期の停滞に陥っている中で新
しい突破口を求めて、企業とＮＰＯのコラボレー
ションを作り上げていこうということがみられま
す。しかし、裏返すとそこにはまた大きな問題が
出てくると思います。というのは、医療の問題で
すが、アメリカでは慈善病院が医療機関の過半を
占めているわけですが、その非営利の病院の営利
化、株式会社化というのが進んできています。
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こうした病院のチェーンというのはニューヨー
ク証券取引所に上場されていますから、株価の変
動に一喜一憂して病院の経営がそれによって影響
を受けるようになります。日本でも介護保険導入
時にコムスンという営利企業が入ってきて、もう
かる・もうからないによって事業所をたたむかど
うか、ヘルパーさんのクビを切る切らないという
問題が起こったわけです。そういうことが起こり
かねないと思っています。
こうした営利病院の行動パターンというのは、

非営利の病院を取り囲んでいる市場原理によるも
ので、営利原則によって影響を受けざるを得ない
ことになります。だんだん非営利組織の事業活動
が大きくなればなるほど、営利企業の経営のあり
方に影響を受けてしまうということが問題になっ
てくるわけです。
そうすると医療とか福祉といった分野での公共

性、公共的なものが営利原則によって形骸化して
いくこともありうるわけです。アメリカの最大の
ＮＰＯ組織であるＡＡＲＰ（全米退職者協会）は、
５０歳以上の年齢層の過半数を組織して大きな圧力
団体となり、大統領にもプレッシャーをかけてい
たわけですが、あれがいま批判にさらされている
わけです。というのは、保険とか薬品の事業を民
間企業に丸投げしてしまうとか、会長などトップ
経営者がものすごい高給を取って、一般の会員か
らだんだん浮いてしまって、ＮＰＯ本来の活動が
出来なくなってきているといわれています。こう
して企業とのコラボレーションというのは、非常
に危険な面もあると見ていますがどうなんでしょ
うか？

中村 ご指摘の点は、確か
に大きな問題点であると思
います。ＮＰＯと企業との
関係、ＮＰＯと行政との関
係は両方それぞれ問題があ
りますが、さきほど言い残
したＮＰＯと行政との関係
について、先に付け加えさ

せていただきたいと思います。
ＮＰＯと行政との関係は、先ほどの三鷹市の例

もそうですが、行政プロセスへの市民参加という
ところに良い意味で現れています。これはもちろ

ん評価するべき側面だと思うのですが、地方の進
め方のなかでは、行政プロセスとともに、政治過
程としての議会という側面も別にあります。日本
のＮＰＯの弱点に若干なり始めていると思うので
すが、ＮＰＯというのはある意味でかつての社会
運動とか市民運動も含めた、運動を前面に出して
いくものから、やや中性化といいますか、脱色さ
れたものを指す傾向がなきにしもあらずです。実
際、一部ですが「ＮＰＯは政治と関わっちゃいけ
ないんだ」という言い方をするＮＰＯ関係者もい
るくらいで、私は非常に危うい考えだと思います。
行政プロセスへの市民参加というのは、今のよ

うな流れでもある程度やっていけますし、この流
れになっていくのだろうと思うのですが、同時に
議会との関係においても、ＮＰＯはアドヴォカシ
ーと言われる政策提案、提言をきちんとしていく
ようにしていかなければいけない。両方あって成
り立つものだと私は思います。
ＮＰＯの特色の１つに具体的な社会サービスの

提供をしているということがあり、ここが運動だ
けの団体とは違うわけです。それは容易に行政の
下請け化する可能性もありますが、現場でやって
いるからこそわかる点もあるわけで、これをアド
ヴォカシーという形できちんと生かしていくこと
が、行政に対してだけでなく政治に対しての責任
であると思うわけですね。そうしたところで、も
ちろん「開かれた形の」という前提付きですが、
私は社会運動・市民運動とＮＰＯとは強力な連動
性を持っていなければいけないと思っています。
三鷹市の場合では、奇しくもイギリスから輸入さ
れて最近盛んにもてはやされている「コンパク
ト」を地でいったような形になっているわけで、
そういう意味では運動的なものが入っていると考
えられるわけです。それこそ、ハバーマスの用語
になりますが、「市民的公共圏」を作る１つの具
体的な活動になっているのかなと思います。
ＮＰＯと企業との関係ですが、私もよく企業と

ＮＰＯの違いを聞かれたり、自分で考えたり説明
したりしますが、ＮＰＯはミッションがあるのが
企業とは違うと言う人もよくいます。しかし、企
業に本来ミッションがないというわけではなく、
あるはずなんです。実はこのあいだ、本田技研で
講演しているときに��社会貢献畑ではなくて、
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経営企画畑の人が対象で面白かったのですが��、
ある部長さんが質問で「良い会社というのは限り
なくＮＰＯに近いのではないか」と言われたわけ
です。「それはなかなか鋭い質問ですね」という
話になったのですが、たぶん企業が本来的にある
べき姿としての自らのミッションを自分たちの事
業を通じて実現していくんだという姿勢を取って
いけば、企業とＮＰＯとの間のグレーゾーンが、
良い意味でのグレーゾーンがいっぱい出てくると
思います。今は良くないグレーゾーンがたくさん
出ていますが（笑）。ＮＰＯと民間企業というの
は、私はそれほど決定的に違いがあるとは思わな
いですね。あるとすれば、民間企業は利潤をきち
んと出していくというのが、とくに株式会社など
のステイクホルダーへの責任になるわけですが、
一方、ＮＰＯの場合は、その事業が赤字を出すと
わかっていても、自分たちのミッションにかなう
ときは敢えてやることもある、という違いだけで
あろうと思います。
行政との関係も必要ですが、いま日本のＮＰＯ

に必要なのは、民間企業との関係をもっときちん
と作り上げていくこと、むしろ民間企業を逆にＮ
ＰＯ化していくくらいの姿勢だと思います。また、
進んだ企業はそういう発想を持ち始めていますか
ら、日本経団連の企業社会グループなどでもそう
いうことをさかんにやり始めまして、ＮＰＯの形
で人材開発グループを作ろうという話も出ていま
す。先ほど角瀬先生のご指摘されたＮＰＯが悪い
意味で企業化していくということ、ＮＰＯが大規
模化するとテクノクラートによる支配につながる
ということも十分ありうるわけですし、実際起こ
り始めている話でもあります。しかし、そういう
ことには十分注意しながら、ＮＰＯの精神と企業
の持っているスキルとをいかに結びつけるか、非
常に大それた言い方ですが、企業をＮＰＯに感化
させるような気持ちでやっていったほうが、今の
日本ではいいのではないかと私は思っています。
角瀬 さきほど、ＮＰＯの分類の話の中で、事業
型と慈善型という話が出ましたけれども、今の企
業との関係の中でいうと、いちばん右側に営利企
業があって、いちばん左側に慈善型のＮＰＯがあ
って、まんなかに事業型のＮＰＯがある。事業型
はどちらからも引っ張られる、そんな関係である

と考えているわけです。ＮＰＯとか非営利の問題
に取り組んでいる方の中には、政府でも営利企業
でもない、第３のセクター・第３の道だと強調す
る方が多いわけです。ところが、政府と市場経済
の両方から影響を受けるはざまに置かれているの
がＮＰＯで、純粋なＮＰＯなんてありえないんだ
ということを考えています。それはなぜかという
と、財政の問題を具体的に問題にしていくとはっ
きりしてくるだろうと思うわけです。アメリカの
場合は行政からの補助金や企業からの寄付があっ
て支えられているところが多いわけです。日本は
そういうのが少ない代わりに会費と事業収入によ
って成り立っているという対照的な姿があります
が、今後どういう方向に進んでいったらいいとお
考えですか？
中村 現在パブリックリソースの開発と循環とい
うテーマを専門的に扱う「パブリックリソースセ
ンター」というＮＰＯを立ち上げまして、開発に
取り組み始めているところです。同時に「市民社
会創造ファンド」という、これもＮＰＯ法人が立
ち上がっています。こうした動きが何をしている
かというと、まずリソースの供給元である民間企
業、行政、財団、また忘れがちですが市民１人ひ
とりのところにある資金などのリソースが散在し
ていまして、有機的に結びついてないんです。こ
ういう経済情勢ですから、みんな大金は持ってい
ないけれども、小金は持っている。だけど、それ
を各人が囲い込む形になっています。そうではな
くて、市民が市民を支えあう仕組みを作ろうじゃ
ないかという、いろいろな取り組みが始まってい
ます。
「市民社会創造ファンド」などでは、こういう

ことをぜひ続けていきたいと思うのですが、例を
挙げますと、ファイザーグループの日本法人にフ
ァイザー製薬という企業があり、このファイザー
製薬がやっていて、私が評価しているプログラム
に「ファイザー・プログラム」というものがあり
ます。これは心と体のヘルスケアに関する市民活
動支援事業というもので、まさに社会的排除とい
う課題に立ち向かっているＮＰＯのように、なか
なか資金の集まらないところにファイザーが助成
金を出しているもので、プログラム全体のコーデ
ィネートを「市民社会創造ファンド」が引き受け
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ている形で、企業とＮＰＯが連携しながらリソー
スを循環させていく事例を作り出しているところ
です。初年度１５００万円でスタートしたのですが、
それを２年度に５割増の２２５０万円にファイザー製
薬がするとし、さらにアメリカのファイザー財団
が高く評価して同額をマッチングして４５００万円に
なりました。３年目は５１００万円となっています。
こういうことは可能なことですし、進んだ企業の
中にはこういう事をしていかないと社会的に生き
残れないとひしひしと感じ始めているところもあ
るわけですね。昨年、生活者や消費者に大きな不
信を抱かせた企業が次々と出ましたが、歴史のあ
る企業でもつぶれるということが企業の側にもわ
かっているわけですから、こうした動きをいかに
うまく連動させていくかが、次の課題であると思
っています。

「医療機関の非営利性と税金」

八田 医療分野の場合は、特に日本の場合は自由
開業医制度と言われていますが、統制された市場
経済のような、いわば公定価格の範囲で経営努力
しなさいという形です。そういう意味でも、医療
法による配当禁止という意味でも、一応営利原則
を排除しているわけです。日本でアメリカのよう
な株式会社型の病院とかがなかなか出来ないのは、
一面では戦後の医療に関わる系統的な国民の運動
というのが確かにあって、「医は仁術」であり、
ここでは平等原理が働くのだという思想が存在し
ているのだという認識が国民の中にあったという
のが大きいと思います。この原則をずっと持ち続
けていきたいし、また地域の中で民医連が一番評
価をうけるのは、差額ベッド代を取らないで、誰
に対しても平等に医療をするという点です。これ
が一番わかりやすい民医連の特長にもなっている
し、評価を受ける点でもあります。医療分野では
そんな形ですが、介護分野ではいろいろな形態が
あります。
今、わたしたちの地域の病院のケアマネージャ

ーさんが介護事業者を選ぶ時のファーストチョイ
スは我が「菜の花」ですが、セカンドチョイスは
株式会社の業者さんが多い。どんなところがいい
のかと聞いてみますと、すぐ来てくれるし、介護
の水準が一応はあるレベル以上のことはしてくれ

るからというのです。しかし同時に、きわめて時
間に厳密で、融通を利かせてくれないとも言って
います。こういう介護をやる会社が今後ＮＰＯみ
たいになっていくのか、ＮＰＯが株式会社のよう
になっていくのかはわからないですけれども、現
在のように一定のコントロールされた状況があっ
て国民の監視がある程度ある状況では、大いに儲
けられるように企業でやるのはけっこう難しいの
ではないかと、介護分野については思います。医
療の分野については、今の時点で問題なのは、む
しろ一般の医療機関や病院が立ち行かなくなって、
患者さんからどんどんお金を集める方向に仕向け
られていることです。
例えば２００床以上の病院では初診料や再診料ま

でお金を取っていいことになりましたし、半年以
上の長期の入院では入院料の基本料までを取りな
さいということになってきています。そうすると
患者さんからお金をある程度集めないとやってい
けないという状況になると、だんだん開き直って、
患者さんからお金を取ってやるのが当たり前にな
ってしまいますと、利益があがればあがるほどい
いという話になってしまいます。今一番心配なの
は、このような医療機関が立ち行かないという背
景のもとで患者さんにしわ寄せが行くことになっ
て、結果として経済力による差別が生み出される
という危険が生じてくるのが今の状況ではないか
と思います。
角瀬 日本のＮＰＯの弱点というか、日本のＮＰ
Ｏの遅れた状況というのは、アカウンタビリティ
が弱いという点です。本来ならば法律上でもちゃ
んとした規定が設けられるべきで、ホームページ
などで社会全体に活動や経営内容を明らかにする
ことが望まれているわけですけれども、そこまで
やっているのはごくわずかで。多くのＮＰＯはア
カウンタビリティの規制をもっと緩めてほしいと
いうのが本音のところじゃないかと思われますが、
そこらへんはどうですか？
中村 ＮＰＯ・ＮＧＯの現場は本当に忙しくて、
正直言ってそこまでは手が回っていないというの
が本音だと思います。ただ、そういう意識のあり
方自体を変えていかなくてはいけないと思います。
実はアカウンタビリティというのは義務としてあ
るというよりは、誤解を恐れずに言えば、権利と
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してあるといえます。例えばコミュニティリレー
ションズを考える場合にも、アカウンタビリティ
をきちんと発揮することがその団体の経営にもや
がてはね返ってくるはずです。そういう経営戦略
の一環としてアカウンタビリティを発揮していく
という考え方をすることで、日本のＮＰＯも変わ
っていくと思います。そうしないと自分たちの身
内や顔の見えるところからだけは支援が得られま
すが、そうではないところからは支援を得られま
せんから。日本の生活者の目というのは厳しいと
ころがあるので、企業に対する目が厳しいのと同
時に、ＮＰＯの活動や提供している事業・サービ
スの質に対する目も厳しくなりますから、これか
らの日本のＮＰＯが何よりも率先してやらなくて
はいけない分野だと思いますね。
角瀬 私が以前インターネットで見た１つの例な
のですが、日本財団というのがありまして、あそ
こはちゃんと決算内容を公開しているのですが、
たまたま報告書のタイトルが「損益計算書」とな
っていたのです。私は、これは何なんだと、損益
を追求することが目的なのか、おかしいじゃない
かと批判したことがあるんですけれども、その後
それは「収支計算書」というタイトルに改められ
ております（笑）。ＮＰＯの会計基準というのは
確定したものがないですね。一応、企業の複式簿
記とか会計原則を導入するのが望ましいとは言わ
れていますが、これには合理的な面が一面あるわ
けですけれども、同時に会計の行動原理が営利企
業の会計原則ですから、それによって規定されて
くるというもう１つの側面も伴ってくる。本当に
ＮＰＯにふさわしい会計原則が作られる必要があ
ります。しかしＮＰＯというのは収益事業も営め
るわけですね。そのバランスがなかなか難しいん
じゃないかと思います。医療や福祉なんかも税制
上は収益事業に入っちゃうわけで、一般の営利企
業と同じように税金を納めているわけです。
八田 （「菜の花」は）医療法人より税金をずっ
とたくさん払っているんですよ。税金はどうなり
そうなんですか？
中村 税制上の改正は一部導入されることになり
ます。一昨年の１０月にできた認定特定非営利活動
法人の制度があまりにも厳しすぎて、１０００分の１
の確率でしか取れないので評判が悪かったもので

すから、さすがに政府もこれはまずいなと思い、
また各省庁からの働きかけも強かったんですね。
経済産業省も環境省も外務省もＮＰＯと色々やろ
うと思っているんです。それは良い悪いがありま
すが、もっとＮＰＯの財政基盤ができるようにし
ろと財務省に働きかけているし、また議員さんも
そういう意識をもち始めました。今、ＮＰＯ法人
は１万あるなかで、認定ＮＰＯ法人は１０法人しか
ないんですが、これが２００法人くらいになるんじ
ゃないかという予想が出ています。多少要件が緩
くなったとはいえ、まだ１万のうちの２００くらい
ですから、まだまだ厳しいです。
個々のＮＰＯにとっては、できれば節税をした

いというのはありますが、税金をきちんと払う存
在になるというのも原理原則として大事なことだ
と思います。「ＮＰＯなのになんで税金かけられ
るの？」という素朴な疑問も一部にはあるのです
が、組織として社会を担う一員としては、税を担
うという発想は持つべきです。ただ、その額の多
寡についてはＮＰＯの持つ公共性をもっと考えて
もいいなと思いますね。
石塚 当初ヨーロッパでは、協同組合などに優遇
税制をやっていたのですが、近年、市場での平等
性ということで次第に一般企業と同じようになっ
てきました。しかし、社会的協同組合であるとか
アソシエーション、ＮＰＯには、どういう事業を
しているかという個別のところで補助金を出した
り税制優遇をしたり、何をやっているかで税制の
適用を変えていく、補助金の適用を変えていく、
そういう風に変わってきています。要するに「Ｎ
ＰＯだから絶対良い存在であるし、営利企業だか
ら悪だ」というような単純な見方ではいかないわ
けです。単に法人的な規定だけでは変わらない。
今は特に医療社会サービスの中でＮＰＯと非営利
・協同組織が問題になるのは、今まで医療保障社
会サービスは公共性が重視されてきたけれども、
それが民営化し、公共性が薄まってきたときに、
いったいどういう原理でＮＰＯはその分野をやっ
ていくのか。本来の公共性、私的性、共同性とい
う言い方も良くされますが、公共領域が大変狭ま
ってきているという問題もあります。
それに対しては２つの方法があって、１つはＮ

ＰＯの運動そのものを広げていくという方法もあ
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るけれども、もう１つは非政治化していくことは
大変危険である、ということです。経済セクター
が公的セクターほか３つに分かれている中で、公
的セクターの政策面にＮＰＯがどのようにからん
でいくか、どういう影響を与えていくかというこ
とを抜きにしていくと政策面では常に受け身にな
ってしまうことがある。そこにどうやって参加し
ていくのか、あるいは対等になっていくのか。
先ほど例としてアメリカ型、日本型の２つが挙

げられたのですが、パブリックリソーシズの使い
方ではヨーロッパ型というのがあります。ヨーロ
ッパ型というのもいくつかに分かれますが、パブ
リックリソーシズの使い方では、特にヨーロッパ
が社会サービスの分野で公的資金を使っている。
それから自分たちの社会的企業と言われるような
形のグループ、社会的経済セクターという中で事
業化されたＮＰＯというのをかなり重視して、そ
こでリソーシズを使っている。それからファンデ
ーションの話が出ましたが、ヨーロッパではＮＰ
Ｏがファンデーションを作り、市民運動などに還
元しています。一口で言うとセクターのネットワ
ークが作られているという印象があって、日本に
とって大変参考になると思います。日本はやっぱ
りタコツボ型でみんなバラバラにやってしまい、
協同に欠けるところがあるので、バラバラなのが
集まるだけでも相当違うように思いますし、集ま
るには共通の旗、スローガンが必要とされている
のかなと思います。

「地域通貨は人々の連帯のツール」

石塚 話は飛びますけれども、最近、地域通貨と
いうのが注目されておりますが、このへんはコミ
ュニティとの関係ではどういう意義があるんでし
ょうか？
中村 地域通貨はご承知のように、直接的にはＮ
ＨＫが『エンデの遺言』を放送したあとに大反響
がありました。実は地域通貨の歴史は古いわけで、
再発見されたというかたちです。世界では３千数
百種類の地域通貨があると言われていますが、日
本でも７０～１００くらいの地域通貨が段々と展開し
ています。色々なタイプがありまして、一部は市
場経済とリンクして例えばスーパーで使えるもの
もあれば、エコマネーのようにボランティア経済

に限定するというのもありますけれども、地域づ
くり・地域おこしの１つのツールになり得るので
はないかということでかなり広がっていると思い
ます。
実は私も、石塚さんも行かれていて私の前任校

でもある都留文科大学で、都留市民と一緒に「ツ
ルー」という地域通貨に取り組んでいます。これ
は英語の trueと掛けているんです（笑）。実際に
かかわってみて思いますが、目的を絞り込むこと
が重要ですね。やって何となく何とかなるという
期待は持たない方が良くて、この地域通貨という
動きを通して一体われわれが何をやりたいのか、
例えば地域の商店街の活性化なのか、もっと人の
つながりを作り出したいのか、ボランティア的な
ネットワークを作り出したいのか、何か主要な目
的をいくつか設定してその上で広げていくという
ようにやらないといけない。どんなブームの後で
も必ず起こることですが、地域通貨ブームの後、
「なんかやってみたけどよくわからないね」と冷
めていく地域も出ていますので、地域通貨をどう
やってツールとして使いこなすのかという発想が
重要だと思いますね。
角瀬 私もそうだと思います。よく質問を受ける
ことがあるのですが、今の資本主義の市場経済の
通貨に代わりうるものとして過大な期待を持って
いるようにみられることがあるんですけれども、
それでは駄目だ。取って代わるものではなく、限
定された目的のもとで補完する１つの道具として
使うなら良いけれども、といつも答えているんで
す。だから中村先生と同じ結論になるんじゃない
かと思います。
八田 千葉の生活協同組合でも「おたがいさま」
という仕組みがありまして、ボランティアで色々
と援助活動をしたら将来への貯金になって自分の
ときに…という話が出ていたようですが、３年位
前に聞いてその後あまり聞こえてきません。なか
なかその辺は難しいんだろうなと思います。民医
連は、元々の運動のスタイルなのかもしれません
けど、地元の皆様に出資していただいて施設を作
っていただいてやってきています。その中でも最
近は「地域協同基金」といって、医療生活協同組
合出資金と同じような水準の健康友の会型・医療
法人型でもそういう取り組みをしておりまして、
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私どものところではここ３年くらいで１０億円くら
いになろうとしています。その場合には、安いか
高いかよくわからないんですが、「ドック券」が
その１つの魅力になっているんです（笑）。無利
息なんですが、「ドック券」がある程度の金額以
上だと出るということになっていましてね、そう
いうようなことを含めてなのかなと思いますが、
これだけ金利が安いと、無利息と同じようなくら
いなら病院に役に立つ方が良いんじゃないかとい
う具合に進んでいってます。現在４万近い友の会
の皆様に対して２ヶ月に１回ずつ『ハートフルユ
ース』という経営情報の公開をメインにしたニュ
ースを発行して色々やっております。出し始めて
まだ２年くらいしか経っていませんが、最初のこ
ろは「こんなことまで言わなくていいのではない
でしょうか」なんて言われてました。
角瀬 それは地域通貨の話ではなくて資本形成の
話ですね。
八田 ああ、もちろんそうです。確かに違うこと
ですが、地域通貨にしろ資本形成にしろ、相当数
の方が参加をした住民の運動という形で経済的な
ことが支えられていく、要求があって成り立って
いくということかなと思います。
石塚 パブリックリソーシズの１つでもあるし、
地域の人間関係を作るという意味では、地域協同
基金は最近はやりの社会的資本の１つでもあると
言えると思うんですね。
中村 エコマネーで一番先進的な例というのは、
北海道の栗山町の「クリン」��英語の cleanと
栗山を掛けているんですが��がありまして、
元々この町は町立の福祉専門学校を作ったりとな
かなか面白い町長さんがおられます。加藤敏春さ
んがエコマネーの説明をして、前の方に座ってい
たおばあちゃんに「わかっていただけました
か？」と聞いたら、「ああ、わかるよ。手間がえ
のことだろ」と言ったんですね。手間がえは顔の
見える範囲ですが、今まで出会ったこともなかっ
た人がやれることとやって欲しいことを付き合わ
せるという、ある種ゲーム感覚といいますか、子
供銀行券のような発想で、額はいくらでもいいん
ですね。
石塚 （手間がえについて）何と言うんですか？
中村 手間がえですね。手間を返す、交換するわ

けですね。いろいろな伝統的な地域の呼び方があ
りますが、今まで顔の見えなかった人たちがたま
たまそういうことを通じて出会って、そこで話を
したり、相手の事を知るようになったりすること
が地域通貨をうまく使う効果だなということと、
もう１つ、それを市場経済とどういう風にリンク
させられるかということなんですが、これは私も
考えがまとまっていなくて、メリット・デメリッ
ト両方あるんですね。
例えば「千葉まちづくりサポートセンター」で

千葉大のキャンパスそばの商店街が中心になって
やっている「ピーナッツ」というのがありますが、
これも非常に注目されて面白いと思うんですけれ
ども、やはりやっている人は同じようなメンバー
に固定してしまうのをどう乗り越えるのかが課題
だ、という話が聞こえてきたりします。おそらく、
限定的なところでやっていくかたちになるものと、
どんどん広げていく可能性の持てるような地域通
貨になるものとに分かれていくと思います。時間
貯蓄のようなものは、ボランティア切符の例もあ
りましたけれども、日本での現状では難しい面が
あるかもしれません。
石塚 地域通貨というかコミュニティマネーとい
うか、そういうものをどういう人たちがやるか、
どういうグループがやるかでだいぶ違ってきます
ね。少なくとも言えることは、国家貨幣に変わる
ということは国家がなくなってしまうということ
だから、これはなかなか難しいと思うんですが、
しかしリンクする事例というのはあります。フラ
ンスの「セル」という地域通貨は、国家通貨とあ
るところで統合して、互換性を振替えられるかた
ちを採っているというのもあります。まあ、これ
もいろんなケースがあって、どんな目的でやるか
でだいぶ違ってくるんだろうなと思います。
中村 今の国家通貨・基軸通貨としてのマネーが、
ため込むものやオンラインの数字の上で増殖して
いくものに歪んできてしまっていることにたいし
て、もう１度使うことに原点があるんだという発
想を思い起こさせる効果があると思いますけれど
も…。
石塚 今の日本の銀行は全然増殖しないんですよ
ね（笑）。イスラム銀行みたいに利子がつかない
（笑）。
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だいぶ時間もたってまいりましたが、あと２つ
テーマを残しております。１つは非営利・協同と
ＮＰＯはどんな関係であるか、ということを一言
ずつ、また、日本のＮＰＯはこれからどう発展・
変化するのかということについて一言ずつご意見
をお聞かせ願えればと思います。まずは非営利・
協同とＮＰＯはどういう風に考えればよろしいの
でしょうか、角瀬先生？
角瀬 私は以前に『非営利・協同組織の経営』と
いう本の編集をしたことがあるのですが、当初、
企画の段階では『非営利組織の経営』というタイ
トルを出版社の方で考えていたんです。けれども、
非営利組織となるとＮＰＯに限定されてしまう。
そうしますと協同組合とかその他のいろんな非営
利の団体があるわけですが、抜け落ちてしまう。
アメリカ型の発想だとそうなってしまうんですね。
ここら辺は現実に合わないしまずいんじゃないか、
そうすると、ＮＰＯプラス協同組合その他の組織
を含めた、広い意味での非営利組織、そういう意
味を含ませて「非営利・協同組織」という表題に
変えたことがあるわけです。期せずしてヨーロッ
パにおける社会的経済の範疇と合致するんですが、
それを日本に翻案したものではないんです。日本
の現実を分析していくなかで、こういう概念で捉
えるのが一番妥当ではないかということで使った
わけです。
同時に「非営利・協同」という言葉には、もう

１つの意味がこめられています。ＮＰＯの場合に
は、理事会、あるいは専務理事などの経営執行部
が職員を雇ったりボランティアを動員したりして
運営していくというかたちです。しかし、協同組
合の世界ではそういうかたちではなく、そこで働
いている人たちの権利をどう保障するかというこ
とが重要なテーマになっている訳です。マルチス
テークホルダー・コーペラティブというようなか
たちのものが盛んに研究されていたり、既にモン
ドラゴンでは実践されているわけです。そこでの
協同��働く人々と利用する人々との協同をどう
作り上げていくかという意味を込めたものとして、
「非営利・協同」という言葉は使える。ですから
この言葉には二重の意味が込められているのです。
石塚 八田さん、いかがでしょうか？
八田 難しいですね。「菜の花」の将来なんです

が、実はいまもうひとつ社会福祉法人「からたち」
というのを立ち上げつつありまして、そちらでも
在宅介護事業をやるので、一体「菜の花」はどう
なるのかということで「菜の花」では職員討議が
進んでいて、圧倒的に「菜の花」から「からたち」
に移るという話になりつつある状況なんです。
何が言いたいかといいますと、労働者が自分た

ちで主人公になってやっていくということが、も
のすごく大変なことだなと。というのは、気が付
いてみたら「菜の花」の労働条件はすごくでこぼ
このある状態になっています。給料は安いのです
が、いいところはすごくいいという状況になって
いる。非営利性とか、患者さんのためにというこ
とは、既に民医連も、「菜の花」も社会福祉法人
も共通しているわけですけれども、その中でどう
しても効率的な事業的発展を求めていけなければ
ならないというのは難しいものだなと思っていま
す。非営利・協同とＮＰＯとの関係についてにな
るかどうかわかりませんが、今のままで行くとＮ
ＰＯというのは非営利・協同の１セクションであ
るという感じになるのではないか。それがどのよ
うに発展していくのか、位置付けられていくのか、
それを決めるのはどんな運動であるか、難しいと
ころだと思います。

「非営利・協同の事業とＮＰＯ」

石塚 特に事業型ＮＰＯの問題点というのがピッ
クアップされていると思うのですが、非営利・協
同とは協同組合なども考えますと、事業型という
側面が共通であると考えられると思います。中村
先生、いかがでしょうか？
中村 大変いろいろなことが絡み合って難しいテ
ーマではありますが、一番わかりやすいところで
は、実践的側面として、日本では協同組合とか協
同組織的なもの、またそれらとは別系列のボラン
タリーな市民活動組織というのが実は付き合いが
なくて、お互いに誤解があったりしながらつなが
らないということがあるわけです。そんな中、日
本で「非営利・協同」という考え方や言葉が、中
身はまだはっきりしないまでも出て来ることによ
って、お互いに地域づくりをやっている団体・組
織として連携を作っていこうとか、もう少し交流
を持とうという動きにつながってきていることが、
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目に見えるわかりやすいメリットであると思いま
す。これはそのまま続いてほしいと私は思います。
しかし、今後の日本のＮＰＯの発展とも関わる

話ですが、現在、実は公益法人制度改革の話があ
がっています。これは行革の一環であり、財団・
社団に対する批判も多いですから当然の流れとい
えばそうなんですが、よく見ますと論点整理の中
に、ＮＰＯ法についても「現行のＮＰＯ法制度は
発展的に解消すべきものであると考える」などと
勝手に入っているんです（笑）。これをよく見な
いで、日経に、ある民間の研究所の研究員が書い
ていまして、もっと勉強して下さいといいたいと
ころなんですが、実は少し大げさに言えば、これ
は日本の非営利法人制度を大きく左右しかねない
話です。今の財団・社団をもっとちゃんとさせる、
これは必要なことですが、ただＮＰＯ法は、市民
�議員立法で成立した法律であり、まだ不十分で
すけれども、それを上からの公益法人制度改革に
ことのついでに入れるのは、上からＮＰＯに網を
掛けようという発想なんですね。これがどういう
推移をたどるかによってぜんぜん描ける将来像が
違ってきまして、そのことの重要性があります。
もう１つ、理論的な側面といいますか、非営利

組織について、非営利組織と協同組織は中黒（・）
でつながっているけれども、そんなに簡単につな
がるものではないということもあるわけです。私
は一番大きな集合として非営利非政府、これは市
民組織とでも言えばいいと思いますが、こういう
発想を持って、その中で協同的組織や日本でいま
ＮＰＯと自己認識している組織が、お互いの位置
を分け持ったりどこで協同したりすればいいのか、
もう少し、絵の描き方を戦略から具体的な戦術ま
でもふくめて議論する場が、おそらくこうした研
究所がそのような場になっていくのでしょうけれ
ども、もっとあればいいと考えます。少し宣伝さ
せていただければ、私が理事長をやっていますＮ
ＰＯ法人「２１世紀コープ研究センター」もそうい
うことを考えています。
あとは考え方の問題ですが、全部とはいいませ

んがＮＰＯ関係者の中には、市民社会というと強
い個人を前提に話をする人がいます。私はこれを
すごく危険だと思っています。確かに自立した強
い個人は大事だし、強い市民団体が作られていく

ことは大切なことですが、同時に社会的排除の問
題も含めて、どうしても世の中には自分の責任で
はなくて弱い立場に置かれる人という人がいるわ
けです。こうした弱い個人も含めた社会をどう形
成していくか、あるいはそうした人たちがうまく
社会に参画できるかというのを考えるには、従来
型の社会民主主義的な発想と、ＮＰＯも含めても
う少し市場を前提にリベラルに考えてきた動き、
言うなれば第三の道ですが、これら日本型を実現
していく具体的な組織の表現としてどんなやり方
があるかを考えていくのが、われわれ理論家のや
るべきことであるし、実務家の方にも考えていた
だきたいことだと思います。
日本の将来モデルはどうなるかという考えを、

残念ながら日本政府にそういう考えはあまりなさ
そうですので、こうした考え方にまでつなげてい
ければいいのではないかと私は思っているわけで
す。そういう意味で、スウェーデン型の社会とい
うのはすごくいいモデルであると思いますが、あ
のままでは日本ではちょっと実現できない。では
日本ではどうやったら実現できるのか、そういう
ことを考え研究し、あるいは実践出来ればいいと
思っています。
石塚 先ほども申し上げましたが、ＮＰＯが担っ
ている部分は公共性の役割であると政府が考える
とすると、政府からは逆に逆手にとって規制され
てしまうわけです。ではＮＰＯから見て、公共性
とは何なのかということをもう一度定義しなおす
必要がある、理論的にはそういう課題がある気が
します。そういう中で日本モデルを見つけなけれ
ばいけないと思うのですが、最後に時間ももうあ
りませんので、一言ずつお願いします。
角瀬 結論的なところは中村先生からいま出され
たと思います。今後、非営利・協同についての実
証的、理論的な研究を進めていくためには、現在、
非営利・協同に関係する研究所がたくさん生まれ
てきております。それらとの協同した取り組みが
重要になってくるというご指摘もありまして、わ
が総合研究所は非営利・協同という名前を掲げて
いますから、その先頭にたってやっていかなけれ
ばならないのではないかと思っています。この座
談会を第１弾として、第２、第３の研究をいろい
ろな形で進めていきたいと考えているところです。
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八田 実践の立場としては、こうした研究が進め
られて、羅針盤が示されるのは、まことにありが
とうございますというところですが（笑）、千葉
には「生活クラブ生協」というのがあって、１０年
以上在宅介護の経験をもっています。われわれが
着手した頃にいろいろ教えていただいたり勉強さ
せていただいたりしていました。かつて民医連と
はあまりお付き合いのなかったところですが、あ
らたにお付き合いも生まれてきました。実はこの
生活クラブ生協は、現在の（千葉県の）知事さん
が誕生するのに非常に大きな役割を果たされたと
いうことで、これから先に政治的な意味でもがん
ばられるのだろうなと思います。こうした人たち
との対話の機会をもう少し持ちたいなと考えてい
ますが、なかなか。社保協主催のシンポジウムな
どにお誘いをかけて出れそうだったり出なかった
りですが、これから先は運動の実践という角度か
らも、より幅の広い方との対話の機会を研究所で
もっていただけると、よりいっそうありがたいと
実践の立場からは期待しております。

中村 大状況を考えるとなかなか暗い状況だと思
わざるをえないのですが、個々の場をみてみます
と面白い動きも出てきています。何かのＣＭじゃ
ありませんが小さなことからこつこつと積み上げ
て発展を考えていくしかないだろうと、わたした
ちの思うようなことを受け止める勢力がないと嘆
いても始まらないので。研究所とか大学とかの新
しい役割を問われている側が、自分たちの引き受
けるべき仕事の１つとして、実践している人たち
に、なんとなく集まりましょうといっても忙しく
てなかなか集まれないと思うので、この日に研究
会をするので参加してください、といった場を作
るべきだと思います。これから市民団体は調査力
や研究力をつける必要があると思いますので、一
緒に協同開発する場を作りたいなと思っています。
石塚 ありがとうございました。最後にいろいろ
研究所のなすべき役割を提起していただきました。
本日はお忙しいところを大変ありがとうございま
した。これで座談会を終了させていただきます。

（２００３年１月１６日（木）に開催）
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